
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 三浦 正臣

１ 日 時

令和３年３月２２日（月） 午後１時３０分から

午後３時３３分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

三浦正臣、後藤慎太郎、古手川正治、嶋幸一、浦野英樹、羽野武男、荒金信生

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、企画振興部長 高屋博、

会計管理者兼会計管理局長 森山成夫、議会事務局長 浦辺裕二、

人事委員会事務局長 藤原隆司、監査委員事務局長 牧敏弘 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第２号議案、第１２号議案及び第１６号議案から

第２１号議案までについては、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）第１号報告のうち本委員会関係部分については、承認すべきものと全会一致をもって決

定した。

（３）陳情２４について質疑を行った。

（４）県立芸術文化短期大学のキャンパス整備について、ＲＷＣ２０１９記念モニュメントに

ついて及び令和２年度包括外部監査結果の報告についてなど、執行部から報告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 冨高徳己

政策調査課調査広報班 主任 麻生ちひろ



総務企画委員会次第

日時：令和３年３月２２日（月）１３：３０～

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び監査委員事務局関係

１３：３０～１４：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 １２号議案 令和３年度大分県用品調達特別会計予算

（２）その他

３ 企画振興部関係 １４：００～１５：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

（２）付託外案件の審査

陳 情 ２４ 第１期・第２期総合戦略の原点回帰について

（３）諸般の報告

①県立芸術文化短期大学のキャンパス整備について

②ＲＷＣ２０１９記念モニュメントについて

③東京２０２０オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルについて

（４）その他

４ 総務部関係 １５：００～１６：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 令和３年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ２号議案 令和３年度大分県公債管理特別会計予算

第 １号報告 令和２年度大分県一般会計補正予算（第８号）について

（本委員会関係部分）

第 １６号議案 包括外部監査契約の締結について

第 １７号議案 職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正について

（文教警察委員会へ合い議）

第 １８号議案 職員の給与に関する条例の一部改正について

（文教警察委員会へ合い議）

第 １９号議案 職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について

第 ２０号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（福祉保健生活環境及び土木建築委員会へ合い議）

第 ２１号議案 大分県の事務処理の特例に関する条例の一部改正について

（福祉保健生活環境委員会へ合い議）
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別 紙

会議の概要及び結果

三浦委員長 ただいまから、総務企画委員会を

開きます。

本日は、予算特別委員会分科会もあわせて行

いますので、御了承願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案１０件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及

び監査委員事務局関係の審査に入ります。

まず、第１号議案令和３年度大分県一般会計

予算のうち、各局関係部分について、会計管理

局から順次説明願います。

森山会計管理局長 令和３年度大分県一般会計

予算のうち、会計管理局関係分について御説明

します。

お手元の令和３年度予算概要（会計管理局

分）の１ページをお開きください。

会計管理局の総括表ですが、表の一番下、合

計欄左から２列目、当初予算額（Ａ）を御覧く

ださい。

人件費が４億５，２４９万６千円、その下、

事業費が３億７，６２２万円、計８億２，８７

１万６千円です。

３ページをお開きください。歳出のうち主な

ものについて説明します。

事業名欄の会計管理費３，３６５万４千円は、

事業概要欄にあるとおり、会計課及び審査・指

導室所属の会計年度任用職員経費や金融機関窓

口における公金収納手数料及び収納金情報の電

算処理委託料などの会計事務に係る管理運営費

です。

その下、財務会計システム更新事業費１，９

７４万８千円は、新財務会計システムの開発を

行うにあたり、必要とする機能実現のため、シ

ステム開発の専門的知識を有する業者に対し詳

細な仕様書作成を委託するものです。

５ページをお開きください。

事業名欄の会計管理費４，５３４万８千円は、

用度管財課所属の物品の調達や管理指導、電子

入札システムの運用等に要する用度事業費、公

用車の任意保険料、本庁集中管理車の維持管理

に要する管理車維持事業費です。

６ページをお開きください。

事業名欄一番上、県庁舎管理費２億６８８万

５千円は、県庁舎本館及び新館の清掃委託料や

光熱水費などの管理経費です。

７ページの県庁舎別館管理費３，１２３万６

千円は、県庁舎別館の清掃委託料や光熱水費な

どの管理経費です。

浦辺議会事務局長 議会事務局関係について御

説明します。

予算説明書の１２３ページをお開き願います。

第１款第１項議会費の当初予算額は、欄外右

上にあるように１１億７，１９３万３千円です。

表の一番左の目欄を御覧ください。第１目議

会費は８億７，６２２万２千円です。

その内訳は、表の中ほどの事業名欄にあるよ

うに、議員４３名分の報酬手当等が６億２，９

００万３千円、議員の調査活動や議会広報等の

経費である議会運営費が９，０２０万９千円、

各会派に交付する政務活動費交付金が１億５，

４８０万円、政策立案や提言等を行う県議会政

策機能強化事業費が２２１万円です。

前年度予算と比較して３８１万６千円の減と

なっています。主な要因は、議員の期末手当が

改定されたことによるもの等です。

続いて、第２目事務局費は２億９，５７１万

１千円です。

その内訳は、事務局職員３０名分の給与費が

２億５，３１１万２千円、会計年度任用職員７

名分の人件費や会議録の作成経費等の事務局運

営費が４，２５９万９千円です。

前年度予算と比較して３４６万８千円の減と

なっています。主な要因は、議会史編さん業務

が令和２年度で終了したため、それに伴う作成

経費が減となったことによるものです。
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藤原人事委員会事務局長 人事委員会関係につ

いて御説明します。

令和３年度予算に関する説明書の１５８ペー

ジを御覧ください。

第２款第８項人事委員会費の予算額は、欄外

の右上に記載しているとおり、総額で１億５，

３１３万７千円です。

このうち、第１目委員会費は７５３万３千円

です。

その内訳は、中ほどの事業名欄にありますが、

委員報酬６７８万円は人事委員３名分の報酬で

す。

その下の委員会運営費７５万３千円は、人事

委員会の開催、各種会議等への出席等、委員会

の運営に要する経費です。

次に、第２目事務局費は１億４，５６０万４

千円です。

その内訳は、中ほどの事業名欄にありますが、

給与費１億２，０８７万４千円は事務局職員１

５人分の給与です。

その下の事務局運営費４０６万円は、会計年

度任用職員１名分の報酬・手当や各種会議等へ

の出席など、事務局の運営・管理に要する経費

です。

その下の任用関係事業費１，９０７万５千円

は、職員募集、採用試験の実施等に要する経費

です。

人口減少による学生数の減少や民間企業の採

用活動の活発化及び早期化により、公務員試験

の受験者数が年々減少していることから、民間

志望の優秀な人材を取り込むため、特別枠試験

の実施や一部試験の前倒しを行います。また、

職員募集活動については、現状のようなコロナ

の影響が続くような場合は、リモートを活用し

て積極的に行っていきます。

その下の給与関係事業費１２９万６千円は、

県職員の給与等に関する報告及び勧告等に要す

る経費です。

最後の審査関係事業費２９万９千円は、各種

会議等への出席、図書・文具の購入、審査に係

る書面の送付など、公平審査事務等に要する経

費です。

牧監査委員事務局長 監査委員事務局関係につ

いて御説明します。

令和３年度予算に関する説明書の１５９ペー

ジをお開きください。

監査委員事務局関係の予算は、右肩にあるよ

うに２億１，０４３万１千円となっています。

まず、第１目委員費は１，９５０万６千円で

す。

その内訳ですが、中ほどの事業名欄の給与費

１，２５４万８千円は常勤監査委員１名分の給

料等、その下の委員報酬５６４万円は非常勤監

査委員３名分の報酬、さらにその下の監査経費

１３１万８千円は委員監査等に係る監査委員の

旅費等です。

次に、その下の第２目事務局費は１億９，０

９２万５千円です。

前年度予算額から４５３万７千円増加してい

ますが、事務局職員が令和２年度から１名増加

したことによるものです。

事務局費の内訳ですが、事業名欄の給与費１

億７，９７３万７千円は、併任職員を除く事務

局職員２１名分の給料等です。

その下の事務局運営費１，１１８万８千円は、

会計年度任用職員１名の報酬や監査の実施に伴

う旅費、需用費などの経費です。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

羽野委員 財務会計システムの改修関係ですが、

現在支障を来しているというか、例えば、仮の

話ですが、支出命令を出力したとき、命令日が

反映されなくて出力日が記入されるといった小

さい部分の現在の状況など問題点を集約した上

で──財務会計システムを改修する根本原因は

違うと思いますが、その際、そういった小さな

改善すべき点も集約した上で行われているのか、

お尋ねします。

森山会計管理局長 財務会計システムですが、

現行のシステムが令和６年にサポートが終了す

るという事情があります。

それにあたって財務会計システムは、今現在、

収入、支出の公金の管理のみですが、それに予
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算編成システムとか、財務に関わるシステムを

統合していく。それから、決裁とか職員の旅行、

そういった総務事務システムとの連携も今のも

のより深めるようにするということで今検討し

ています。

それにあわせて各所属からヒアリングも行い、

どういった部分に支障があるか、既にアンケー

トとかはしていますが、それを集約しながら、

次年度に詳細な仕様書の形でまとめていくとい

う状況なので、委員の言われた支障のあるもの

は今集約している最中です。

三浦委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これで質疑を終わります。

なお、採決は、本日最後の部局審査の際に、

一括して行います。

次に、第１２号議案令和３年度大分県用品調

達特別会計予算について、執行部の説明を求め

ます。

森山会計管理局長 令和３年度大分県用品調達

特別会計予算について御説明します。

会計管理局分の令和３年度予算概要により説

明します。

８ページをお開きください。用品調達特別会

計総括表です。

この特別会計は、県の機関で使用する消耗品

や備品の調達事務を一元的に行うために設けて

いるものです。

総括表の一番下、計の欄、当初予算額は１８

億４，８２２万３千円です。

一番右の比較欄を御覧ください。前年度と比

較して６，６６８万８千円の増額となっていま

す。

これは、教育庁の大分地区特別支援学校再編

推進事業や商工観光労働部の産業科学技術セン

ター機器整備事業等、各部局で備品購入費が増

加したものです。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかにないようですので、最後に

私から一言御挨拶を申し上げます。

〔委員長 挨拶〕

〔代表して人事委員会事務局長 挨拶〕

三浦委員長 退職されるほかの方々からも一言

お願いします。

〔退職予定者 挨拶〕

三浦委員長 以上をもちまして各局関係の審査

を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔各局退室、企画振興部入室〕

三浦委員長 これより、企画振興部関係の審査

に入ります。

それでは、第１号議案令和３年度大分県一般

会計予算のうち、企画振興部関係部分について、

執行部の説明を求めます。

高屋企画振興部長 それでは、第１号議案令和

３年度大分県一般会計予算のうち、企画振興部

関係について御説明します。

初めに、お手元の令和３年度企画振興部予算

概要の３ページをお開きください。

企画振興部の一般会計予算額ですが、①の計

欄に記載しているように６１億６７６万６千円

です。

その行の一番右、前年度対比の欄ですが、令

和２年度当初予算額と比べて８億６，４６５万

６千円、率にして１２．４％の減となっていま

す。

これは、芸術文化短期大学のキャンパス整備

の終了や国勢調査の終了などによるものです。
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主な事業については、各課長から説明します。

工藤政策企画課長 政策企画課関係の主なもの

について御説明します。

お手元の令和３年度企画振興部予算概要の１

４ページをお開きください。

事業名欄の一番上、公立大学法人運営費交付

金５億４８５万１千円です。

これは、大分県立芸術文化短期大学の運営に

要する経費を交付するものです。事業運営につ

いては、公立大学法人移行後、６年間を１期と

する中期計画に沿って予算計上していますが、

第３期計画の４年目となる新年度は、従来ルー

ルに基づき算定した費用に加え、昨年４月から

導入された国の高等教育修学支援制度に基づく

授業料及び入学金の減免分を追加して交付しま

す。

藤川おおいた創生推進課長 続いて、おおいた

創生推進課関係の主なものについて御説明しま

す。

２２ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の都市圏女性移住促進

事業費９９３万４千円です。

これは、ライフスタイルの転換を志向する女

性を呼び込むため、リマーケティングリストを

活用した広告配信を行うとともに、配信結果を

分析し、効果的な移住イベントの実施につなげ

るものです。

今年度、福岡在住の女性をターゲットとして、

移住動画の配信を行い、２１万人のリマーケテ

ィングリストを獲得しました。このリストを元

に広告配信を行い、受信者の趣味・嗜好を分析

し、結果に沿った移住イベントを実施します。

また、女性に人気のあるインスタグラムにつ

いて、公式アカウントを開設するとともに、投

稿キャンペーンを実施します。

こうした女性の課題やニーズに対応した取組

により、移住者数の増加につなげたいと考えて

います。

次に、事業名欄一番下の地域活力づくり総合

補助金５億円です。

これは、活力みなぎる地域づくりを推進する

ため、地域の活力維持・発展に向けた様々な主

体の取組を支援するものです。

本格的な事業実施前の調査研究や試行等の挑

戦を支援するチャレンジ枠、地域資源等の特色

をいかした持続可能な取組の立ち上げや定着を

支援する地域創生枠、市町村の廃校を活用した

地域活動やビジネス等の拠点整備により地域活

性化を推進する地域活力拠点創出枠を設定し、

きめ細かく柔軟に、地域活力の維持、発展を図

る取組を支援します。

次に、２３ページを御覧ください。

事業名欄一番上のネットワーク･コミュニテ

ィ推進事業費１億４８７万３千円です。

これは、住み慣れた地域に住み続けたいとい

う住民の希望をかなえるため、複数集落で機能

を補い合うネットワーク・コミュニティの構築

を市町村と連携し推進するものです。地域コミ

ュニティ組織が行う交流拠点の整備や高齢者の

見守り等に要する経費に対し、市町村と連携し

て助成を行うとともに、組織の設立・運営を後

押しするため、専門家の派遣や今年度作成した

ガイドブックの拡充等を行います。

令和３年度は、新たにデジタル技術等を活用

した地域活動の取組を支援します。

藤井国際政策課長 続いて、国際政策課関係の

主なものについて御説明します。

２８ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の海外戦略推進事業費

１，８７７万５千円です。

これは、海外の成長を取り込み本県産業の活

性化を図るため、海外戦略に基づき、海外での

プロモーションや、海外の留学生ＯＢや県人会

等とのネットワークづくり等を行うものです。

新型コロナウイルス感染症の動向を見極めな

がら、上海、タイ、台湾、香港での県産品と観

光が一体となったＰＲ活動を実施します。

また、県内企業の海外展開等につなげるため、

ＡＳＥＡＮを中心に、帰国した留学生ＯＢのネ

ットワークを強化するほか、アジアビジネス研

究会を開催し、県内企業の海外ビジネス人材の

育成を推進します。

次に、３０ページをお開きください。

事業名欄上から３番目の外国人受入環境整備
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事業費２，３４５万７千円です。

これは、年々増加している外国人技能実習生

や留学生などの本県在住外国人が、日常生活や

社会生活を円滑に営み、安全に安心して暮らす

ことのできるよう受入環境を整備するものです。

令和元年度に開設した外国人総合相談センタ

ーを継続して運営するとともに、日本語教育の

環境整備を推進するコーディネーターを新たに

配置し、日本語教室のボランティア養成やネッ

トワーク会議の開催、災害時外国人支援セミナ

ー等を実施します。

柳井芸術文化スポーツ振興課長 続いて、芸術

文化スポーツ振興課関係の主なものについて御

説明します。

３５ページをお開きください。

事業名欄の一番上、国際芸術文化振興事業費

４，４８７万８千円です。

これは、多彩で優れた芸術文化に触れる機会

を提供するとともに、本県の芸術文化の魅力を

国内外へ情報発信するものです。

令和３年度は、１年延期となった第２２回別

府アルゲリッチ音楽祭のほか、チャイコフスキ

ー記念国立モスクワ音楽院から国際的音楽家を

招聘し、無料クラシックコンサートを開催する

など、質の高い芸術の鑑賞機会を提供します。

次に、３７ページをお開きください。

事業名欄の一番下、国際スポーツ大会誘致推

進事業費２億１，５００万８千円です。

これは、東京オリンピック・パラリンピック

の事前キャンプ受入れなどを行うものです。

受入れにかかる宿泊料・移動費用等の支援を

行うほか、国のホストタウン等新型コロナウイ

ルス対策交付金を財源として、選手全員のＰＣ

Ｒ検査や、交通や宿泊等に係る感染予防、療養

病床確保などの対策を実施し、安心・安全にキ

ャンプを行うための環境を確保します。

次に、３８ページをお開きください。

事業名欄の一番下、聖火リレー実施事業費１

億６８万８千円です。

これは、東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピックへの機運を醸成するため、聖火リレー、

聖火フェスティバルを実施するものです。

詳細は、諸般の報告でも説明しますが、出発

式などのセレモニーを実施するほか、沿道ルー

トの警備、新型コロナ対策としてランナーのＰ

ＣＲ検査等を行うなど、安心・安全を確保した

上でリレーを実施します。

渡辺広報広聴課長 続いて、広報広聴課関係の

主なものについて御説明します。

４６ページをお開きください。

おおいたブランド戦略強化事業費１億８，８

７１万７千円です。

これは、おんせん県おおいたのブランド力向

上を図るため、温泉や食、観光や芸術・文化な

ど本県の多彩な魅力をＷｅｂやＳＮＳに加え、

様々な媒体を活用して国内外にＰＲするもので

す。

県外向けＷｅｂマガジン「ｅｄｉｔ Ｏｉｔ

ａ」では、大分の物や人、風景にスポットを当

てた記事を配信し、観光や移住、県産品ＰＲな

どを念頭にイメージアップを図ります。

また、主に県民向け、特に若い方々を意識し

た次世代型Ｗｅｂメディア「Ｗｅ ａｒｅ Ｏｉ

ｔａｎ」では、大分愛の醸成や魅力の再発見の

ため、大分にゆかりのある偉人や著名人、地域

で活躍する方々を取り上げ、ユニークな表現で

大分の魅力を伝えます。

パブリシティ活動では、首都圏や関西圏への

メディアコンタクトを積極的に行うとともに、

ポストコロナ社会に向け、メディアへの露出を

増やすことで新しい大分のブランド力を高めま

す。

藤田統計調査課長 統計調査課関係の主なもの

について御説明します。

５１ページをお開きください。

委託統計費１億５，２４８万９千円です。

これは、総務省、厚生労働省など国の関係省

から委託されて行う統計法に基づく基幹統計調

査の実施等に要する経費で、財源は全額国庫支

出金です。

令和３年度は、毎年実施する家計調査などの

経常調査に加え、５年ごとに行われる大規模周

期調査として、農林水産業を除く全ての事業所、

企業を対象とした経済の国勢調査とも言える令



- 6 -

和３年経済センサス－活動調査と、国民の生活

時間の配分及び自由時間における主な活動を調

査し、国民のライフスタイルの実態を明らかに

する令和３年社会生活基本調査を実施します。

次に、５２ページをお開きください。

県単統計費５８４万９千円です。

これは、県経済の現状を把握するための景気

動向指数や県民経済計算など、県独自で行う調

査や分析などに要する経費です。

遠藤交通政策課長 続いて、交通政策課関係の

主なものについて御説明します。

５８ページをお開きください。

事業名欄一番上の九州の東の玄関口としての

拠点化推進事業費４，１６６万８千円です。

これは、九州の東の玄関口としての拠点化戦

略を着実に実行するため、フェリー航路や国内

航空路線の利用促進など、県内外を結ぶ交通ネ

ットワークの充実に向けた取組を実施するもの

です。

次に、事業名欄上から４番目の生活交通路線

支援事業費１億９１４万８千円です。

これは、通院・通学等に必要な生活交通を確

保するため、市町村が支援する民間バス路線や

自ら運行するコミュニティバス路線の運行費等

に対し助成するものです。

次に、その下の地域公共交通活性化事業費１，

６３７万３千円です。

これは、地域にとって望ましい持続可能な公

共交通ネットワークを実現するため、市町村や

交通事業者等と連携し、地域公共交通に係るマ

スタープランやその実施計画を策定するもので

す。

次に、５９ページを御覧ください。

事業名欄上から２番目の鉄道駅バリアフリー

化推進事業費６６３万６千円です。

これは、公共交通を利用する高齢者や障がい

者等の利便性の向上を図るため、駅のバリアフ

リー化を行うＪＲ九州に対し助成を行うもので

す。来年度は、坂ノ市駅で実施します。

次に、その下の東九州新幹線推進事業費１８

０万円です。

これは、東九州新幹線の整備計画路線への格

上げを図るため、経済団体や市町村と一体とな

って、国への要望活動や県民の機運醸成のため

のシンポジウムの開催などを行うものです。

次に、６０ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の公共交通活性化促進

事業費１億８，９１６万６千円です。

これは、コロナ禍で利用者が減少している交

通機関の早期利用回復を図るため、各交通事業

者の特性をいかした旅行商品の造成や、新しい

生活様式により多様化した交通機関へのニーズ

に対応するため、高齢者や障がい者等が利用し

やすいユニバーサルデザインタクシーの導入等

の支援を行うものです。

以上が、企画振興部の令和３年度当初予算案

に係る主な事業です。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

浦野委員 私から１点。２２ページの都市圏女

性移住促進事業費について、この予算案では、

広告配信──ワークショップやオンラインから

どう移住につなげていくか。逆に、都市圏の女

性ならではの展開を考えているところがあった

ら、詳しく聞かせていただきたいと思います。

藤川おおいた創生推進課長 この都市圏女性の

事業ですが、さきほど申したように、今年度、

福岡の女性をターゲットに広告配信を行い、２

１万人のリストを獲得できました。名前とかは

分からないですが、移住に興味がある方という

形で獲得できたので、その人たちにまた広告を

打ち、その人たちが例えば、インテリアデザイ

ンに興味があるとか、ガーデニングに興味があ

る、あるいはリフォームに興味があるというの

が過去のその人たちの検索履歴で分かるので、

そこら辺が分かったら、それをテーマにしたイ

ベント、セミナーとかを行い、大分への移住に

向け、さらに興味を引いていく。そこから通常

やっている移住相談会に結び付けていき、大分

への移住につなげていきたいという取組です。

三浦委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに御質疑もないようですので、
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これで質疑を終わります。

なお、採決は、本日最後の部局審査の際に、

一括して行います。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、付託外案件の審査に入ります。

議長から回付されている陳情２４について、

執行部の説明を求めます。

藤川おおいた創生推進課長 陳情文書表の２ペ

ージをお開きください。

陳情２４について御説明します。

本陳情は、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金の実施計画が、まち・ひと・

しごと創生法等に準拠するものではないことか

ら、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律の補助金等の交付の不正な申請及び不正

な使用に相当するとして、調査等を行う百条委

員会を設置し、県民に公開することを求めるも

ので、令和２年第４回定例会に出された陳情と

同趣旨の内容です。

前回の繰り返しになりますが、本交付金は、

新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染

拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の

支援等に取り組むため、国が定めた要綱に基づ

いて交付されるものであり、まち・ひと・しご

と創生法等とは、直接の関係はありません。

また、これまでに行った本交付金の申請に関

しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律に規定された法令及び予算に違反し

ないか等の基準に基づき、国が厳正な審査を行

っており、総務大臣から交付決定をいただいて

います。

なお、平成２７年度の地方創生交付金の一部

が会計検査院より指摘を受けた項目については、

令和元年第２回定例会に同じ内容の陳情が提出

され、総務企画委員会において御審議いただい

ているので、説明を省略します。

三浦委員長 この陳情について、御意見等はあ

りませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別にないようですので、以上で陳

情について終わります。

次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。

①から③について、続けて説明をお願いしま

す。

工藤政策企画課長 県立芸術文化短期大学のキ

ャンパス整備について御報告します。

総務企画委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

芸術文化短期大学の施設の老朽化に対応する

とともに、教育機能の充実による魅力あるキャ

ンパスづくりに向け、平成２７年度から６年間

にわたり、大学が行う施設整備を支援してきた

ところであり、当初の計画どおり、今月末に竣

工を迎えます。

総事業費は、表の右下、約５５億２，３００

万円を見込んでいます。財源は、文化・スポー

ツ施設等整備基金から約４６億円を充当し、国

の地方創生拠点整備交付金と県債を各々４．６

億円充てています。

写真にあるように、今回の整備により、芸術

デザイン棟や附属図書館、音楽ホール棟などが

リニューアルされました。

新年度は、短大創立６０周年の節目を迎え、

新たな一歩を踏み出します。新キャンパスを最

大限にいかして、これまで以上に芸術文化の振

興や地域社会の発展に寄与する人材育成に努め、

地域に開かれた大学として大分県版地方創生に

貢献していきます。

柳井芸術文化スポーツ振興課長 次に、ラグビ

ーワールドカップ２０１９日本大会大分開催を

記念したモニュメントの設置について御説明し

ます。

資料の２ページをお開きください。

これは、ラグビーワールドカップ２０１９日

本大会大分開催を記念するとともに、多くの県

民が興奮し、感動した大会の記憶を形として後

世に引き継ぐことを目的に設置するものです。

設置主体は、Ｏｎｅ Ｒｕｇｂｙ，Ｏｎｅ

Ｏｉｔａ推進委員会で、制作経費は３，８００

万円、県、大分市、別府市からの負担金及び経

済界からの寄附金により制作しています。

除幕式は来月１７日を予定しており、現在、

最終制作段階となっています。
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設置場所は、昭和通り交差点で、昨年まで巨

大寝転び招き猫の福猫ふくにゃんが多くの来県

者をお迎えしていた場所です。

制作者は、東京藝術大学准教授の小谷元彦氏

で、これまでヴェネチア・ビエンナーレに若く

して日本代表として出品したり、第２５回平櫛

田中賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受

けている彫刻家です。

モニュメントのコンセプトは、ラグビーの肉

体の壁を突破する超人間の姿を、特殊なフィル

ターを通して彫刻にしたものであり、４万年前

に制作された世界最古の彫刻であるライオンマ

ンから現在までの時間の流れも表現したものと

なっています。

大きさは、台座１．２メートルを含めて高さ

２．８２メートル、横２メートル、奥行き６．

６メートルと、かなり大きな作品であり、国内

最大クラスの鋳造作品となります。

次に、東京２０２０オリンピック聖火リレー

について御説明します。

資料の３ページをお開きください。

資料の左上にあるように、本県での聖火リレ

ーは４月２３日と４月２４日の２日間、１８市

町村で実施されます。

資料の左下を御覧ください。

聖火リレーで実施するセレモニーについてで

す。

トーチに聖火を点火する出発式を別府市及び

玖珠町で開催し、最終区間の聖火ランナー到着

時に聖火の到着を祝うセレブレーションを日田

市と大分市で実施します。

資料の右上を御覧ください。大分県実行委員

会が選出した聖火ランナーについてです。

大分県では全１７１区間あり、そのうち４４

区間のランナーを実行委員会が、残り１２７区

間をスポンサーが選定し、組織委員会が決定し

ました。

聖火ランナーは、スーパーボランティアの尾

畠春夫さんやタレントの指原莉乃さん、水泳の

渡辺一平さんなど、地域貢献されている方や地

域で活動している人、大分県にゆかりのある著

名人など、幅広く選定しています。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

て説明します。

資料の右下を御覧ください。

沿道の観覧者には、密集しない、大声を出さ

ないなどの感染防止対策をウェブサイト、広報

物などで周知します。

あわせて、聖火リレーは、ＮＨＫのライブス

トリーミングで視聴可能なことを周知します。

また、県独自の取組として、リレー当日、全

ランナーに抗原検査を実施するとともに、セレ

モニー会場は全席指定の上、事前申込制としま

す。

今後とも、組織委員会と緊密に連携し、安全

・安心な聖火リレーの実施に努めていきます。

資料４ページを御覧ください。

パラリンピック聖火フェスティバルについて

です。

聖火フェスティバルは、８月１２日から１６

日の間に全１８市町村・１７か所で、採火式を

行います。

加えて、１２市町村では、採火した火がパラ

リンピックに親和性のある場所を訪問するビジ

ットを行います。

そして、８月１６日に故中村裕博士が設立し

た別府市の太陽の家で、県内で採火した火を集

める集火式、集火した火を東京都に送る出立式

を行うこととしています。

最後に資料の左下を御覧ください。

新型コロナウイルス対策としては、席を設置

する場合は全席指定席、事前申込制とします。

加えて、観覧スペースには間隔を開けて椅子

を設置するなどの対策を講じ、安全・安心な聖

火フェスティバルの実施に努めます。

三浦委員長 ただいまの報告について、質疑な

どはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかにないようですので、最後に

私から一言御挨拶を申し上げます。
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〔委員長 挨拶〕

〔企画振興部長 挨拶〕

三浦委員長 以上をもちまして企画振興部関係

の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

ここで、暫時休憩します。

午後２時２４分休憩

午後２時３３分再開

三浦委員長 これより、総務部関係の審査に入

ります。

それでは、まず、第１号議案令和３年度大分

県一般会計予算のうち、総務部関係部分につい

て、執行部の説明を求めます。

和田総務部長 初めに私から、本日審査をお願

いしている案件等について概括的に説明します。

本日の委員会では、付託案件９件について審

査をお願いしています。

このうち、第１号議案令和３年度大分県一般

会計予算については、新型コロナウイルス感染

拡大防止及び社会経済の再活性化、令和２年７

月豪雨災害からの復旧・復興をはじめとした県

土の強靱化、新たな産業の育成に向けた先端技

術への挑戦を基本方針に掲げ、安心・活力・発

展の大分県づくりを基軸とした大分県版地方創

生を加速前進するための経費について計上して

います。

また、第１９号議案職員の特殊勤務手当支給

条例の一部改正については、人事院規則の一部

改正により、国の伝染病防疫作業手当の特例の

対象となる新型コロナウイルス感染症への対応

業務が追加されたことに伴い、国及び他県との

均衡を図るため改正を行うものです。

その後、諸般の報告について御説明しますが、

押印見直し及び行政手続電子化の進捗状況につ

いては、大分県行財政改革推進計画に掲げる行

政手続の電子化を推進するにあたり、昨年１０

月から取り組んでいる全庁的な押印見直しの状

況や、今後の見込みも含めた行政手続の電子化

の状況について御報告します。

また、大分県公共施設等総合管理指針の改訂

（案）については、平成３０年に国の策定指針

が改訂されたことなどに伴い、公共施設等を取

り巻く課題を踏まえ、施設総量の縮小や主要施

設の長寿命化、管理体制の一元化などを基本方

針として、平成２７年に策定した大分県公共施

設等総合管理指針を改訂するものです。

各事項の詳細については、それぞれ担当する

所属長から説明するので、どうぞよろしくお願

いします。

岩尾行政企画課長 第１号議案令和３年度大分

県一般会計予算のうち、総務部関係部分につい

て御説明します。なお、歳入全般については、

予算特別委員会で説明したので省略します。

お手元の令和３年度総務部予算概要の２ペー

ジをお開きください。

総務部関係の一般会計予算額は、左から２列

目、予算額（Ａ）欄の上から３行目の計にある

ように１，５５９億６１６万３千円です。

これを２年度当初予算額と比較しますと、右

端の前年度対比欄にあるように６４億４，８５

２万８千円、率にして４％の減となります。

これは、新型コロナウイルスの影響等により、

税収が減少したことに伴う地方消費税清算金等

の減によるものです。

次に、予算特別委員会で説明を省略した事業

のうち、主な事業について説明します。

１５ページをお開きください。

県有建築物保全事業費３０億円は、県有建築

物を長期にわたり安全・安心な状態で活用する

とともに、老朽化に伴う財政負担を縮減・平準

化するため、施設改修を一元的に管理し、計画

的な保全工事を行うものです。

次に、２６ページをお開きください。

事業名欄の上から３行目、政策県庁を担う人

材育成推進事業費４３８万９千円は、長期総合

計画や地方創生の実現に向けた政策県庁を担う

人材を育成するため、研修メニューの充実や女

性職員のキャリア形成などを支援するものです。

次に、４４ページをお開きください。

事業名欄の上から４行目、県税システム改修

事業費２，０９２万５千円は、令和２年度の税

制改正により地方税共通納税システムの対象と

なった金融所得課税の電子申告及び電子納付に

対応するため、県税システムを改修するもので



- 10 -

す。

次に、６１ページをお開きください。

地方自治振興事業費４億９，４４２万７千円

は、主に地域振興事業や災害関連事業を対象と

する市町村の貸付事業等の原資とするため、市

町村振興宝くじの収益金を財源とし、公益財団

法人大分県市町村振興協会に対し交付するもの

です。

次に、６４ページをお開きください。

衆議院議員総選挙執行経費７億８，８８０万

６千円は、本年１０月２１日に任期が満了する

衆議院議員総選挙の執行に要する経費です。

なお、６３ページの事業名欄の一番上、明る

い選挙推進事業費及びその下の衆議院議員総選

挙臨時啓発事業費により、有権者への啓発に取

り組みます。

以上で、総務部関係の一般会計予算の説明を

終わります。

なお、地方税法等の一部を改正する法律案が、

現在開会中の国会に提出されています。この法

律案が可決・成立した場合、本年４月１日から

施行される規定があることから、当該部分に関

係する大分県税条例を専決処分により改正した

いと考えています。

詳細については、後ほど税務課長から御説明

します。

また、令和２年度一般会計予算について、歳

入では地方交付税や地方譲与税、歳出では退職

手当等の確定などを踏まえ、必要に応じて、３

月末に補正の専決処分をすることとなるので、

この点もあわせてよろしくお願いします。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これで質疑を終わります。

それでは、本案のうち本委員会関係部分につ

いて、さきほど審査した会計管理局、議会事務

局、人事委員会事務局、監査委員事務局及び企

画振興部関係部分も含めて採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、第２号議案令和３年度大分県公債管理

特別会計予算について、執行部の説明を求めま

す。

髙木財政課長 第２号議案令和３年度大分県公

債管理特別会計予算について御説明します。

お手元の令和３年度予算に関する説明書の３

８７ページをお開き願います。

この特別会計は、公債費の経理の明確化と予

算規模の正確化を図る観点から、平成１７年度

に設置したもので、その財源は、一般会計及び

減債基金からの繰入金と借換債です。

予算額は、総括表の左から２列目にあるよう

に１，３４１億５，０８５万２千円で、前年度

と比較すると１３１億２，２０６万６千円の増

となっています。

内容について説明します。３８８ページをお

開きください。

歳入ですが、上から二つ目の第１項第１目一

般会計繰入金は、６８６億２，２８５万２千円

と前年度より１億３，４９３万４千円の減とな

っています。

これは、借入金利の低下等により利子分の繰

入額が減少したことなどによるものです。

中ほどの第２目基金繰入金９９億円について

は、前年度と同額となっています。

これは、満期一括償還に備え、その一部を減

債基金に毎年積み立ててきたものを、償還に合

わせて繰り入れるものです。

その下の第２項第１目県債は、借換えのタイ

ミングの関係で、借換債が前年度より１３２億

５，７００万円の増となっています。

次に、３８９ページを御覧ください。

歳出ですが、上から二つ目の第１目元金につ

いては、１，２７８億５，４０２万２千円と前

年度より１３９億３，３５４万円の増となって

います。
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この主な要因ですが、歳入で説明したとおり、

中ほどの事業名欄の二つ目の借換債の元金の増

などによるものです。

その下の第２目利子については６１億６，４

３４万８千円と、借入金利の低減などにより８

億１，９１２万２千円の減となっています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１号報告令和２年度大分県一般会計

補正予算（第８号）についてのうち、本委員会

関係部分について、執行部の説明を求めます。

髙木財政課長 第１号報告令和２年度大分県一

般会計補正予算（第８号）の歳入について御説

明します。

別途配付している総務企画委員会資料で説明

します。資料の１ページを御覧ください。

この補正予算は、冒頭にあるとおり、新型コ

ロナウイルス感染症による影響が長期化してい

る中、中小・小規模事業者等に対するさらなる

支援など、追加して緊急的に対応する必要があ

るものについて、２月１２日付けで専決処分を

行ったものです。

補正額は、１補正概要ですが、４５億４，９

２２万５千円となっており、既決予算を加えた

この時点での累計額は７，８０２億５，６８５

万９千円でした。

次に、歳入について説明します。歳入の内訳

を御覧ください。

今回の補正予算の財源は、全額国庫支出金と

なっており、そのうち、その下の２補正事業の

内容の中の４番、県産農水産物学校給食提供事

業１億円を除いた５事業については、地方創生

臨時交付金を充てています。４番目は農林水産

省の補助金を充てています。

なお、今回の補正予算には総務部関係の歳出

はありません。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。

本報告のうち、本委員会関係部分については、

承認すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本報告のうち、

本委員会関係部分については承認すべきものと

決定しました。

次に、第１６号議案包括外部監査契約の締結

について、執行部の説明を求めます。

岩尾行政企画課長 第１６号議案包括外部監査

契約の締結について御説明します。

議案書は１９２ページですが、総務企画委員

会資料の２ページで説明します。

１議案の概要ですが、令和３年度の包括外部

監査契約の締結にあたり、地方自治法の規定に

基づき、議決をお願いするものです。

次に、２契約の概要ですが、契約始期を令和

３年４月１日、契約額を１，３８９万８００円

を上限とする額、契約の相手方を公認会計士の

川野嘉久氏にお願いしたいというものです。

川野氏については、令和元年度から監査人と

して対応していただいており、来年度で３度目

の契約となります。

３監査委員の意見ですが、包括外部監査契約

の締結にあたっては、あらかじめ監査委員に意

見を聴くこととなっており、委員からは異存の

ない旨回答をいただいています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。
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本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１７号議案職員の服務の宣誓に関す

る条例等の一部改正についてですが、本案は関

係する文教警察委員会に合い議をしていること

を申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

渡辺人事課長 第１７号議案職員の服務の宣誓

に関する条例等の一部改正について御説明しま

す。

議案書は１９３ページからですが、総務企画

委員会資料で説明します。資料の３ページをお

開き願います。

まず、１の改正理由ですが、行政手続等にお

ける押印原則の見直しに伴い、服務の宣誓をす

る際の宣誓書への押印を廃止するため、今回所

要の改正を行うものです。

次に、２の改正内容についてですが、新規採

用職員は職務を行う前に辞令の交付者の面前で

服務の宣誓を行っており、その際、従来は宣誓

書に署名して押印をしていましたが、宣誓書の

押印欄を削除することで、改正後は、押印を不

要とするものです。あわせて、用字等表記の整

備を行うものです。

最後に、３の施行期日については、公布の日

としています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

質疑はこれで終わりますが、合い議結果が届い

ていないので、本案の採決を保留し、後ほど行

います。

次に、第１８号議案職員の給与に関する条例

の一部改正についてですが、本案は関係する文

教警察委員会に合い議をしていることを申し添

えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

渡辺人事課長 第１８号議案職員の給与に関す

る条例の一部改正について御説明します。

議案書は１９４ページからですが、総務企画

委員会資料で説明します。資料の４ページをお

開き願います。

まず、１の改正理由についてです。

職員への給料表の適用については、地方公務

員法第２５条において、給与条例中の級別基準

職務表で等級ごとに分類する際の基準となるべ

き職務を規定することとされており、本県条例

では、例えば、本庁の部長は行政職給料表の９

級、本庁の審議監は行政職給料表の８級という

ように規定されています。

今回、職の新設や組織改正に伴う職名の変更

を反映させるため、級別基準職務表について規

定の整備を行いたいというものです。

次に、２の改正内容についてです。

まず、（１）の研究職給料表における職の新

設についてです。

研究職においては、九州各県に比べ３級から

４級への昇格条件が厳しいため、４級以上の在

職者割合が著しく低い一方で、３級に在級して

いる職員が多く、そのうち約３割が最高号給に

たどり着いているなど、研究職職員のモチベー

ション維持に影響を及ぼしかねない状況となっ

ています。

そのため、一定以上の在級経験を有する者の

中から、人事評価等を参考に、能力・意欲・実

績を有した人材を上席主幹研究員へ登用するこ

ととし、この職を研究職４級に格付けしたいと

いうものです。

なお、教育委員会の学芸員についても上席主

幹学芸員の職を新設し、同様に研究職４級に格

付けしたいというものです。

次に、資料の５ページをお開きください。

（２）の医療職給料表（一）における職の新設

についてです。

昨年８月から新型コロナウイルス感染症対策

強化のため、福祉保健部の審議監を１名体制か

ら２名体制としていますが、引き続き対応が必

要であるため、令和３年度からは福祉保健部に

保健担当の審議監を新設することとしています。
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この保健担当の審議監のポストに医師である

職員が配置される可能性もあることから、医師

に適用される医療職給料表（一）の４級の職に

新たに審議監を追加したいというものです。

次に、（３）の公安職給料表における職名の

変更についてです。

警察本部の組織改編に伴い、公安職給料表の

９級にある職である参事官の職を総括参事官へ、

管理官の職を参事官へ職名の変更を行ったため

所要の改正を行うものです。

最後に、（４）の施行期日についてですが、

令和３年４月１日での施行としたいと考えてい

ます。なお、（３）の改正に係る規定について

は、公布の日から施行したいと考えています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

質疑はこれで終わりますが、合い議結果が届い

ていないので、本案の採決を保留し、後ほど行

います。

次に、第１９号議案職員の特殊勤務手当支給

条例の一部改正について、執行部の説明を求め

ます。

渡辺人事課長 第１９号議案職員の特殊勤務手

当支給条例の一部改正について御説明します。

議案書は１９５ページからですが、総務企画

委員会資料で説明します。資料の６ページをお

開き願います。

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康

又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、

給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊

性を給料で考慮することが適当でないと認めら

れるものに従事する職員に対し、本条例により

支給しています。

今回の改正は、１の改正理由にあるとおり、

人事院規則の一部改正により、国の伝染病防疫

作業に係る特殊勤務手当の支給対象が追加され

たことに伴い、国及び他県との均衡を図るため、

伝染病防疫作業に係る手当の特例規定を追加す

るものです。

続いて、２の改正内容について御説明します。

伝染病防疫作業手当は、原則として、知事が

指定する伝染病患者の救護業務や原因菌が付着

した物件の処理業務を支給対象としており、現

在、新型コロナウイルス感染症に係る対応につ

いては、陽性患者等に対して直接接触又は濃厚

接触状態で行う疫学調査、検体採取などの業務

に対して、日額２９０円を支給しています。

また、宿泊療養施設の対応業務については、

国に準じて特例を設け、日額３千円を支給して

います。

新型コロナウイルス感染症対応の長期化に伴

い、国においては、空港での検疫業務、離島か

らの患者等の空輸業務、刑務所における陽性受

刑者への対応といった業務について、昨年１１

月に新たに特例規定を追加して支給対象とし、

また、ほとんどの県において、本県が原則規定

の支給対象としている疫学調査や検体採取等の

防疫作業業務について特例規定の支給対象とし

ている実態があることから、特例規定を新設し、

疫学調査等についても日額３千円の支給対象と

したいというものです。

なお、患者等に直接接触して長時間にわたり

行う作業については、宿泊療養施設対応業務に

係る特例と同様に、日額４千円としたいと考え

ています。

最後に、３の施行期日等については、公布の

日とし、新型コロナウイルス感染症が指定伝染

病に指定された令和２年２月１日からの適用を

予定しています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

浦野委員 今回、特例２にあたる方。例えば、

コロナのワクチン接種がこれから進んでいくと

思いますが、これに携わる方で２に該当する方

は出てくるんでしょうか。

渡辺人事課長 ワクチンについては、これから

整理していくと思いますが、今のところはかか

っていない方に接種をすることになるので、そ

れについては対象とはならないということです。

浦野委員 分かりました。
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三浦委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかに御質疑もないようですので、

これより採決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第２０号議案大分県使用料及び手数料

条例の一部改正についてですが、本案は関係す

る福祉保健生活環境委員会及び土木建築委員会

に合い議をしていることを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

髙木財政課長 第２０号議案大分県使用料及び

手数料条例の一部改正についてです。

議案書は１９７ページですが、総務企画委員

会資料で御説明します。資料の７ページをお開

きください。

今回の改正は、１の基本的な考え方のとおり、

法令の改正等に伴う事務の新設及び改定が２件

あります。

３の改正内容を御覧ください。最初に（１）

の薬務関係事務です。

近年、在宅医療や薬物副作用に注意が必要な

がん患者等の外来治療が増加しており、薬局に

も地域包括ケアシステムの一員として安全かつ

有効な薬物療法を切れ目なく提供することが求

められています。

こうした状況を踏まえ、令和元年１２月に公

布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律等の改正におい

て、薬局は医療機関や介護施設等と連携しなが

ら在宅医療等に対応できる地域連携薬局及びが

ん等の専門的な薬物療法について医療機関と連

携して対応できる専門医療機関連携薬局の名称

を、都道府県知事の認定を受け、表示できると

いう制度が創設されました。

今回の条例改正は、この制度の創設に伴い、

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定

申請手数料、更新手数料を新設するものです。

手数料の額はそれぞれ１万１千円に設定してい

ます。

また、既存の薬局開設許可証等の書換え交付

申請手数料、再交付申請手数料の区分に、今回

新設する地域連携薬局等の認定証を加えるため、

名称の改定も行います。

施行日は令和３年６月１日を予定しています。

８ページをお開きください。

次に（２）の建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律関係事務です。

地球温暖化対策に係るパリ協定の目標達成に

向け、令和元年５月の建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律の改正において、省エ

ネ基準への適合義務の対象が、非住宅建築物の

延べ床面積２千平方メートル以上から３００平

方メートル以上に拡大されるため、条例改正を

行うものです。

（ⅰ）の適合性判定手数料については、現行

で２千平方メートル未満としていた区分を、国

が示す審査所要時間に応じ３００平方メートル

未満、３００平方メートルから１千平方メート

ル未満、１千平方メートルから２千平方メート

ル未満の三つの区分に分け、それぞれの手数料

の額は審査所要時間により算出した金額を設定

しています。

（ⅱ）のエネルギー消費性能認定申請に係る

審査手数料及び（ⅲ）の性能向上計画認定申請

に係る審査手数料についても、現行で３００平

方メートルから２千平方メートル未満としてい

た区分を（ⅰ）の適合性判定手数料と同じく３

００平方メートルから１千平方メートル未満、

１千平方メートルから２千平方メートル未満と

し、同額の手数料を設定しています。

施行日は令和３年４月１日を予定しています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。

なお、本案について、福祉保健生活環境委員

会及び土木建築委員会の回答は、ともに原案の

とおり可決すべきとのことです。
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本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第２１号議案大分県の事務処理の特例

に関する条例の一部改正についてですが、本案

は関係する福祉保健生活環境委員会に合い議を

していることを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

渕野市町村振興課長 第２１号議案大分県の事

務処理の特例に関する条例の一部改正について

御説明します。

総務企画委員会資料の９ページで説明します。

一番上の枠囲みの中を御覧ください。本条例

は、地方自治法の規定に基づき、県の権限に属

する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲

等を定めた条例です。

このうち、今回は別表第２の大分市に移譲す

る事務について、法令改正に伴う事務手続の追

加等を行うものです。

具体的には、さきほど御承認いただいた第２

０号議案大分県使用料及び手数料条例の一部改

正でも説明しましたが、１法令改正に伴う条例

改正の概要にある医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律、同法

施行令及び同法施行規則の改正に伴い、（１）

法令改正の概要に記載のとおり、患者が自身の

病状等に適した薬局を選択できるよう、①在宅

医療等のかかりつけ薬局機能を持つ地域連携薬

局、②がん等の高度薬学管理機能を持つ専門医

療機関連携薬局という２種類の都道府県による

新たな認定薬局制度が導入されました。

これに伴い、（２）条例改正の概要ですが、

認定に関する申請書等の受理及び手数料の徴収、

申請者への認定証の交付等の事務を大分市が担

うことについて、大分市と協議が整ったので、

別表第２にこれらの事務を追加するものです。

最後に、２施行期日ですが、改正法令の施行

日を踏まえ、令和３年６月１日としています。

三浦委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これより採決します。

なお、本案について、福祉保健生活環境委員

会の回答は、原案のとおり可決すべきとのこと

です。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で付託案件の審査を終わります。

次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。

①から④について、続けて説明をお願いしま

す。

岩尾行政企画課長 押印見直し及び行政手続電

子化の進捗状況について御報告します。

総務企画委員会説明資料１０ページの押印見

直しの進捗状況を御覧ください。

今年度からスタートした大分県行財政改革推

進計画に掲げている行政手続の電子化を推進す

るにあたり、まずは申請書や届出書等の押印を

原則廃止することとし、昨年１０月から全庁的

に押印の見直しを進めてきました。

その結果、県の条例等で押印を求めている２，

２６０手続のうち、今年度中に２，１２１手続、

９３．８％の押印が廃止される見込みとなりま

した。

押印廃止となる見込みの主な手続としては、

さきほどの議案にあった総務部所管の職員服務

宣誓書のほか、福祉保健部所管の障害者手帳申

請書、土木建築部所管の県営住宅の家賃に係る

収入申告書、警察本部の駐車許可申請書等があ

ります。

一方で、押印が存続する１３９手続は、地方

自治法上押印が義務付けられている契約書や、

厳格な本人確認が必要な借用証書等に限定して

おり、例えば会計管理局所管の物品購入契約書、

教育庁所管の修学奨励金借用証書等がこれに該

当します。
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その他各手続の押印見直し状況については、

署名見直し状況とあわせ、全てホームページに

て公開していますので、後ほど御覧いただけれ

ばと思います。

なお、紙文書の押印に代わる本人確認手段と

しては、電話による確認や本人確認書類の写し

の添付等が考えられますが、このような方法は、

かえって県民や職員の負担増となるおそれがあ

ります。そのため、今後は行政手続電子化によ

るデジタル認証を最優先で進めていきたいと考

えています。

次に、１１ページの行政手続電子化の進捗状

況を御覧ください。

大分県行財政改革推進計画では、令和６年度

までに、行政手続の１００％電子化を目指すこ

ととしています。

今年度から令和５年度にかけては、年間１０

０件以上の申請を受け付けている３８３手続を

集中的に電子化することとしており、今年度は

このうち８０手続、２０．９％まで電子化を終

える見込みとなっています。

電子申請が可能となる主な手続としては、総

務部所管の不動産取得税申告書、生活環境部所

管の消費生活・男女共同参画プラザ利用許可申

請書、土木建築部所管の道路工事着手届等があ

ります。

令和３年度は、さきほど御説明したとおり、

県条例等に基づく手続の押印廃止が進んだこと

から、今回押印廃止された申請書や届出書を中

心に、８４手続の電子化を目指します。

具体的には、企画振興部所管の総合文化セン

ター会議室利用申請書、生活環境部所管の浄化

槽設置届出書、商工観光労働部所管の職業能力

開発校入校願書等につき、電子化を進めていく

予定です。

なお、残り２１９手続は、国の法令等で押印

が求められている手続や、国が全国一律のシス

テム導入を予定している手続、財務会計システ

ムの電子納付対応にあわせ電子化する手続等で

あり、令和４年度から５年度にかけての電子化

を予定しています。

石掛県有財産経営室長 大分県公共施設等総合

管理指針の改訂（案）について御報告します。

総務企画委員会説明資料の１２ページをお開

き願います。

１の概要ですが、本県が保有する公共施設等

の状況を把握した上で、施設保有の在り方や機

能発揮の方針を示すため、平成２７年に大分県

公共施設等総合管理指針を策定しました。今回、

平成３０年に国の策定指針が改訂されたことな

どに伴い、改訂を行うものです。

２の公共施設等を取り巻く課題（１）施設の

老朽化についてですが、施設の多くが高度経済

成長期等に集中的に整備されており、今後さら

に老朽化が進行し、その対策に要する費用の増

加が見込まれます。

下のグラフは県有建築物の建築年ごとの面積

を示したもので、グラフ下に両矢印で示してい

ますが、築３０年以上の建築物の割合は全体の

約５８％となっており、１０年後には約８７％

の建築物が築３０年以上を経過することが見込

まれます。

（２）人口減少の進行ですが、今後の人口減

少や人口構造の変化に伴い、利用需要等の変化

が予測されており、（３）厳しい財政状況では、

今後税収の減少や社会保障関係経費等の増大な

どが見込まれます。

このような課題に対応するため、管理指針で

は基本方針を定めています。

３の県指針の基本方針（１）県有建築物につ

いてですが、一つ目は、施設の用途廃止や集約

化により施設総量を縮小します。二つ目は、計

画的に保全を行う予防保全型維持管理を導入し、

主要施設の長寿命化を図ります。三つ目は、知

事部局など所管ごとに管理体制を一元化します。

（２）公共インフラ施設についてですが、一

つ目は、必要性や費用対効果等を十分に検証し、

更新が不要な場合は施設を廃止します。二つ目

は、点検等に基づき、施設に優先順位を付けて、

予防保全型維持管理による長寿命化を図ります。

三つ目は、点検結果等の情報を一元的に管理し、

次回の点検や補修等に活用します。

４の主な改訂内容（１）公共施設等の数量に

関する目標の設定についてですが、目標の設定
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にあたっては、地方公会計で作成する固定資産

台帳の情報を活用し、有形固定資産減価償却率

を用いて目標を設定します。今後、何も対策を

取らなかった場合、有形固定資産減価償却率は

令和６年度には６１．２％になることが見込ま

れます。さきほど説明した基本方針により、予

防保全型維持管理など適切な対策を取ることに

より、令和６年度の有形固定資産減価償却率を

１．７ポイント程度改善し、５９．５％とする

ことを目標とします。

（２）中長期的な経費の見込みの試算では、

今後３０年間の公共施設等の維持管理や更新等

にどれくらいの経費が必要になるかを試算して

います。

グラフ下の枠囲い、左側①の単純更新は耐用

年数経過時に建て替えをした場合ですが、総額

では１兆３，９６５億円、年平均約４６５億円

が必要と見込まれており、真ん中の枠囲い②の

長寿命化は予防保全型維持管理を行うなど長寿

命化を図った場合で、総額８，８８３億円、年

平均約２９６億円が必要と見込まれます。長寿

命化を図ることにより、左側の矢印の中に記載

していますが、総額で約５，０８２億円、年平

均で約１６９億円縮減できると見込まれます。

なお、右側の枠囲いは現在の平均予算額です

が、年平均約２５１億円であることから、②の

長寿命化を図ったとしても毎年４５億円が不足

することが見込まれます。

この予算不足に対応するため、５の今後の主

な取組内容にあるとおり、（１）総量縮小への

取組として、施設の建て替え等を行う際は、Ｐ

ＰＰ／ＰＦＩなどの民間活力の導入や集約化を

検討します。

（２）維持管理経費縮減への取組として、計

画的な予防保全型維持管理により、さらなる財

政負担の軽減や平準化を図ります。

（３）財源確保への取組として、県債残高の

適正管理を図りながら、交付税措置のある有利

な地方債を活用するなど、県財政への負担軽減

に努めます。

山口税務課長 続いて、大分県税条例の一部を

改正する条例案について説明します。

総務企画委員会説明資料の１４ページをお開

き願います。

１の改正理由にあるとおり、現在国会で審議

中の地方税法等の一部を改正する法律案が可決

成立した場合には、本年４月１日から施行され

る規定があることから、大分県税条例の関係す

る部分について、専決処分により改正させてい

ただきたいと考えています。

２の主な改正内容について御説明します。

（１）の自動車税環境性能割についてです。

①の臨時的軽減の延長は、新型コロナウイルス

感染症の状況や経済の動向等を総合的に勘案し、

自家用乗用車を取得した場合に税率を１％分軽

減する特例措置について、その適用期限を９月

延長し、令和３年１２月３１日までに取得した

自家用自動車を対象とするものです。

次に、②の税率区分の見直しについては、燃

費性能が優れた自動車の普及を促進する観点か

ら、目標年度が到来した燃費基準の達成状況を

踏まえ、新たな燃費基準の下で税率の適用区分

を見直すものです。

具体的には、表にあるとおり、ガソリン車等

の燃費性能に関する要件を２０２０年度基準か

ら２０３０年度基準に置き換えることとしてい

ます。

また、クリーンディーゼル車については、非

課税の対象から除外し、ガソリン車と同等に扱

うこととされますが、下の米印に記載のとおり、

２年間は激変緩和措置として原則、非課税とな

ります。

（２）の個人県民税については、住宅ローン

の控除期間を１３年間とする特例措置を延長し、

一定の期間に契約した場合、令和４年末までの

入居者を対象とするものです。

具体的には、表にあるとおり、新築住宅につ

いては令和３年９月末まで、中古及び建売住宅

については令和３年１１月末までの契約が対象

となります。

また、経済対策として、当該延長分において

は、合計所得金額１千万円以下の者について床

面積４０平方メートル以上５０平方メートル未

満の住宅も対象とするものです。
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３の施行期日については、令和３年４月１日

としています。

なお、これ以外の改正事項については、改め

て第２回定例会で御審議をいただく予定として

います。

岩尾行政企画課長 令和２年度包括外部監査結

果について御報告します。

さきほどの議案説明でも触れたとおり、今年

度は公認会計士の川野嘉久氏に、令和元年度事

業を中心に包括外部監査を行っていただき、本

日、知事に対して結果報告書が手交されました。

結果報告書の冊子をお手元にお配りしています

が、その概要について、総務企画委員会資料の

１５ページ、令和２年度包括外部監査結果の概

要全体版に沿って御説明します。

まず１の令和２年度監査テーマ及び監査対象

です。

今回は、人口減少に伴う人手不足や、コロナ

禍における働き方の見直し等を背景として、雇

用労働政策に関係する事務の執行及び事業の管

理について、６部局４２事業を対象に監査を行

っていただきました。

次に２の監査の結果と主な指摘事項です。

今回は、事業執行にあたり守るべき法令や内

部規程等のルールに違反することを指摘する不

備事項が１６件、事業内容に何らかの問題が生

じており、対策を要する改善事項が３２件、そ

して、問題というほどではないが、明瞭性、効

率性等を考えると検討が望まれる勧奨事項とし

て８１件、合わせて１２９件の御指摘をいただ

きました。

なお、これら各指摘区分の代表的な指摘項目、

指摘事例について、表の右側に掲載しています。

最後に３のまとめです。

こちらは指摘事項を踏まえ、今後の雇用労働

政策を推進する上で重要な点につき、全体的な

御意見をいただいたものです。

１点目、就業者確保対策については、例えば

若年者の雇用創出対策における事業の再編成や、

統一的な成果指標として就業者数の増加を加え

るべき、との御意見をいただきました。

また、女性やシニアの雇用創出対策として、

特にＩＣＴを取り入れた事業構築が効率的であ

り、引き続き積極的に取り組むべきとの御意見

をいただきました。

２点目は本県における雇用労働政策の推進体

制についてです。

今回の監査では、各所管課が実施している個

々の事業については、おおむね適正に実施され

ていることが認められたものの、その一方で、

各所管課がそれぞれで事業を構築し、断片的に

事業を進めているため、人材確保という大きな

目標を達成するに際しての無駄が多いとの御意

見をいただきました。

以上を踏まえ、最後の結びとして、四角囲み

にあるように、今後の事業展開にあたっては商

工観光労働部雇用労働政策課が、情報共有と事

業連携を密に行う総合的な調整役としての役割

をこれまで以上に担い、各所管課施策等を横展

開していく組織となることを期待する、との総

括をいただきました。

今後は雇用労働政策課をはじめ、各所管課に

おいて指摘事項に対する対応を検討し、例年ど

おり、令和４年２月頃に措置状況を全議員に書

面で御報告する予定としています。

三浦委員長 ただいまの報告について、質疑な

どはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別に御質疑もないようですので、

これで諸般の報告を終わります。

それでは、さきほど保留していた第１７号議

案と第１８号議案について、これより採決しま

す。

まず、第１７号議案職員の服務の宣誓に関す

る条例等の一部改正について採決します。

なお、本案について、合い議をしていた文教

警察委員会の回答は、原案のとおり可決すべき

とのことです。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

次に、第１８号議案職員の給与に関する条例
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の一部改正について採決します。

なお、本案について、合い議をしていた文教

警察委員会の回答は、原案のとおり可決すべき

とのことです。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 ほかにないようですので、最後に

私から一言御挨拶を申し上げます。

〔委員長 挨拶〕

〔総務部長 挨拶〕

三浦委員長 退職される方々からも一言お願い

します。

〔退職予定者 挨拶〕

三浦委員長 以上をもちまして総務部関係の審

査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

委員の皆さまは、そのままお待ちください。

〔総務部退室〕

三浦委員長 これより内部協議に入ります。

何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦委員長 別にないようですので、最後に私

から一言御挨拶を申し上げます。

〔委員長 挨拶〕

三浦委員長 それでは、以上をもちまして本日

の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


